
税務収納課  ☎66◆1117

【税目】
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
個人市県民税、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、
児童クラブ利用手数料

【方法】
　全国のコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ファミリーマート、サークルK、サンク
スなど）にバーコードの印刷されている納付書を
ご持参ください。
※取り扱いは納付額が30万円までのもの
※�納付期限から20日経過したものは使用できま
せん

【税目】
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
個人市県民税、国民健康保険税

【方法】
　パソコン、携帯電話・スマートフォンより
「Yahoo ! 公金支払い」にアクセスし、手順に従っ
てお手続きください。

【必要なもの】
インターネット接続環境
納付書　
クレジットカード
（VISA、マスターカード、JCBなど）
※納付額により決済手数料がかかります

コンビニ・クレジット収納の導入に伴い、市税などの納付書と納税通知書の様式が変わります。

今までどおり、金融機関などでの納付もできます。納付後も領収書部分は大切に保管してください。
詳細は納付書に同封されます案内チラシや市ホームページなどでご確認ください。

コンビニエンスストアで納付 インターネットから
クレジットカードで納付

新しい納付書

コンビニ納付は、バーコードの
印刷された納付書で

クレジット収納では、
納付番号・確認番号が必要です

納付の際は、期別の
確認をお願いします

納付書・納税通知書の様式が変わります

注
意

これまで1冊につづられていた納付書が、今後は期別ごと1枚ずつ分かれた状態でお送りします。
◇無くさないようお気をつけください。（再発行は可能です）
◇期別を間違えて納付すると、督促状が送付されます。期別の確認をお願いします。

コンビニ・クレジット納付を
ご利用ください

市税などの納付に、コンビニエンスストアやクレジットカードからできるようになりました。

24時間
納付可能
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